
  

令和６年度 糸島市立二丈中学校 

学校だより 
文責：校長 大神 寿  

■平成 6年度 後期スタート！ 

 生徒や保護者、地域の方々のおかげで、無事前期を終了することができました。ありが
とうございました。9 日の終業式では、前期を振り返り、後期に向けて目標を持つことと
感謝の心について話をしました。また、15 日の始業式では、目標と合わせて振り返りを大
切にすること、ノーベル平和賞、人間関係作りについて話をしました。 

後期も学校行事がたくさんありますので、みんなで協力して充実した毎日を過ごしてほ
しいと願っています。一人一人の成長を楽しみにしています。 
■世界的なピアニストの演奏に感激！！ 

 文化庁の「令和 6 年度文化芸術による
子供育成推進事業」の一環として、10 月
2～4 日の 3 日間、ピアニストの田村緑
氏、補助者として武居華子氏を招聘して、
音楽室にて全クラス、次のような貴重な
体験をすることができました。 

生徒は、本物のレベルの高い音楽に触
れると同時に多角的に音楽を体験するこ
とができて、驚きとともに大変満足して
いたようです。当日は、保護者や地域の
方以外にも、遠くは直方市からも参加さ
れていました。（いろいろお世話をしてい
ただいた中園先生ありがとうございました） 
 〇ピアノソロ及び連弾の演奏鑑賞      〇楽器の構造や仕組みを理解するコーナー 
 〇参加者全員でのハンドベルとピアノの共演 
■糸島市「教育の日」３年生発表！ 

 18 日に糸島市「教育の日」の事業として、
糸島市役所市民ホールで、市内各中学校の
起業家教育や地域と連携した活動の報告会
がありました。本校から５名の 3 年生が参
加して、前号で紹介しました、「二丈お助け隊」の活動報告を
してくれました。全体の場では、プレゼンを活用してわかりやすく説明し、各学校ごとの
ブースでは、作成したリーフレットを配布したり、ポスターセッション形式で具体的に説
明したりしてくれました。参加者の方も、熱心に説明を聞いたり、地域の課題解決に取り
組んだ内容に感心したりしていました。堂々とした発表、素晴らしかったです。 

【ピアノ演奏と楽器の構造の説明の様子】 

【本校生徒数】 

１学年 ９５名 

２学年 ７８名 

３学年 ７９名 

合計 ２５２名 10 月号 

【ブースでの説明の様子】 

【ピアノの音響き体験とハンドベルの共演の様子】 



■二丈中生の頑張り！ 

＜糸島市中学校スケッチ大会入賞者＞  おめでとうございます！ 
◎金賞  ２年：石井小花 
◎銀賞  １年：安田琉花 ３年：栗田千優莉 
◎銅賞  １年：山﨑紳之介、阿賀野湖 ２年：市村歌望、中岡皓希、麻野汎、新ひなた 
     ３年：進藤凌宇、井福一花、田之畑仁香、野中美結、堤香奈絵、坂田ほの 
◎佳作  １年：吉岡愛葵、江藤篤子 ２年：諸井ひより、吉元さくら、小林舞香、 

浅川友里亜、岩本たあま、國﨑優依 ３年：久保幸唯奈、神田紳太郎、  
生田絆菜、下田和夏 

■糸島区新人大会成績！ 

 9 月 28 日から始まった糸島区新人大会の結果です。皆さんよく頑張りました。夏の大会
に向けて、目標をもち、日々の練習の積み重ねを大切にしてください。 

〇サッカー：3 位     〇剣道：惜敗    〇バレー：3 位  
〇バスケット（男・女）：惜敗     〇野球：4 位   〇駅伝（男・女）：出場 

■美術部の作品！ 

《糸島区中学校美術部作品展 優秀賞作品》どちらもアイディアが素晴らしいですね！ 

                                      
■11・12 月の行事         ※行事については、変更の可能性があります。 

11 月 12 月 

1 日（金） ・学力診断テスト（3 年） 2 日（月） ・三者面談（～6 日、3 年） 
・教育相談（～6 日、１・2 年） 5 日（火） ・性暴力対策アドバイザー教室 

7 日（木） ・後期中間考査（～8 日） 4 日（水） ・薬物乱用防止教室（1・2 年） 
9 日（土） ・PTA 二丈中フェス 

・進路説明会（3 年） 

7 日（土） ・土曜出校日（人権学習参観） 
9 日（月） ・振替休業日（12/7） 

11日（月） ・振替休業日（11/9） 13日（金） ★暴力団排除教育（3 年） 
12日（火） ・弁当の日 16日（月） ・赤ちゃんとの交流（3 年） 
22日（金） ・薬物乱用防止教室（3 年） 24日（火） ・後期前半終了 
29日（金） ・立会演説会、投票 25日（水） ・冬季休業日（～1/7） 

★暴力団排除教育について 

福岡県では、平成 22 年 4 月 1 日から暴力団排除条例が施行されており、それに基づい
て、青少年が暴力団の被害に遭ったり組員になったりしないための教育が、 中学・高校等
で行われるよう、県が指導・支援しています。 

←【3 年共同作品】 

＜富嶽十六景＞ 

【2 年共同作品】→ 

＜旅するカラス＞ 



 


